
令和5年4月現在

政策等の名称 内容

総合計画推進委
員会

令和5年10月

パブリックコメント 令和5年12月

パブリックコメント 令和5年12月

防災会議 令和5年8月～

パブリックコメント 令和5年7月

防災会議 令和5年8月～

パブリックコメント 令和5年7月

2

4
危機管理

課

国民保護計画の
修正

上位計画である北海道国民保
護計画の改正に伴い、北広島
市国民保護計画の修正を行
う。

(1)市の基本構想、基本計画その他市の基本的
な事項を定める計画の策定又は変更

3

財政課

危機管理
課

地域防災計画及
び水防計画の修

正

令和6年度当初
予算の作成

(12)当初予算の作成

(1)市の基本構想、基本計画その他市の基本的
な事項を定める計画の策定又は変更

令和6年度の予算作成にあた
り、各担当部局からの予算要
求段階における新規事業 (新
たに取組もうとする事業など)
の内容についてパブリックコメ
ントを実施する。

上位計画である北海道地域防
災計画及び水防計画の改正
に伴い、北広島市地域防災計
画及び水防計画の修正を行
う。

令和5年度　市民参加実施予定一覧 

整
理
番
号

1

実施予定時期 担当課

(1)市の基本構想、基本計画その他市の基本的
な事項を定める計画の策定又は変更

企画課

総合計画(第6次)
の進行管理・総
合計画(第6次)

2024推進計画の
策定

北広島市総合計画(第6次)に
係る推進計画の策定及び進行
管理を実施する。

市民参加条例の区分

市民参加の実施
方法
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令和5年4月現在

政策等の名称 内容

令和5年度　市民参加実施予定一覧 

整
理
番
号

実施予定時期 担当課
市民参加条例の区分

市民参加の実施
方法

保健福祉計画検
討委員会・障がい

福祉部会
令和5年5月～

パブリックコメント 令和5年12月

アンケート調査 令和5年7月

保健福祉計画検
討委員会高齢福

祉部会
令和5年8月～

パブリックコメント 令和6年1月

アンケート調査 令和5年5月

国民健康保険運
営協議会

令和5年8月～

パブリックコメント 令和6年2月

障がい支援計画
策定

現在の北広島市障がい支援
計画の期間が令和3年度から
令和5年度までとなっているこ
とから、次期北広島市障がい
支援計画を策定する。
なお、本計画は障害者基本法
に基づく障がい者福祉計画、
障害者総合支援法に基づく第
7期障がい福祉計画及び児童
福祉法に基づく第3期障がい
児福祉計画を一体的に策定
するものである。

(1)市の基本構想、基本計画その他市の基本的
な事項を定める計画の策定又は変更

福祉課

国民健康保険税
条例の一部改正

平成30年度から都道府県が財
政運営の主体となる新しい国
民健康保険制度が始まり、各
市町村は北海道が示す市町
村ごとの標準保険料率を参考
に国民健康保険税率を決定
することとなるため、国民健康
保険税率改定に伴う、北広島
市国民健康保険税条例の一
部改正を行う。

6

(1)市の基本構想、基本計画その他市の基本的
な事項を定める計画の策定又は変更

7

5

高齢者保健福祉
計画・第9期介護
保険事業計画の

策定

本計画は、老人福祉法第20条
の8の規定に基づく「老人福祉
計画」として定める高齢者福祉
計画と、介護保険法第117条
の規定に基づく計画として国
の基本指針に即して定める介
護保険事業計画の2つの計画
を一体的に作成し、道が作成
する第9期北海道高齢者保健
福祉計画・介護保険事業支援
計画や、本市の諸計画との整
合性を図りながら、高齢者社会
に適応した高齢者施策を総合
的に推進するための基本的計
画として策定する。

(5)市税（前号に規定する市税を除きます。）の税率の
引上げ（標準税率がある市税の税率の引上げであっ
てその標準税率を超えないものを除きます。）を目的

として行う条例の制定、改正又は廃止

高齢者支
援課

保険年金
課

2 / 3 ページ



令和5年4月現在

政策等の名称 内容

令和5年度　市民参加実施予定一覧 

整
理
番
号

実施予定時期 担当課
市民参加条例の区分

市民参加の実施
方法

国民健康保険運
営協議会

令和5年8月～

パブリックコメント 令和6年1月

子ども・子育て会
議

令和5年6月～

アンケート調査 令和5年7月

子どもの権利推進
委員会

令和4年6月～

パブリックコメント 令和5年12月

アンケート調査 令和5年７月10

9

第3期子ども・子
育て支援プラン

の策定

国が示す基本方針に即して、
教育・保育及び地域子育て支
援事業の提供体制の確保や
子ども・子育て支援法に基づく
業務の円滑な実施に向け事業
計画を策定する。

(1)市の基本構想、基本計画その他市の基本的
な事項を定める計画の策定又は変更

子ども家
庭課

第4期子どもの権
利に関する推進

計画の策定

(1)市の基本構想、基本計画その他市の基本的
な事項を定める計画の策定又は変更

北広島市子どもの権利条例に
基づき、子どもの権利に関する
施策を総合的に推進するた
め、令和6年度を始期とする
「第4期子どもの権利に関する
推進計画」を策定する。

子ども家
庭課

8

国民健康保険第
3期データヘルス
計画・第4期特定
健康診査等実施

計画

高齢者の医療の確保に関する
法律及び国民健康保険法に
基づき、国民健康保険被保険
者の健康増進を図るため、特
定健診の結果やレセプトデー
タ等を活用して、効果的・効率
的な保健事業を実施するため
の計画で、特定健診等実施計
画と一体的に策定する。

(1)市の基本構想、基本計画その他市の基本的
な事項を定める計画の策定又は変更

保険年金
課・健康
推進課
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